
      

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
が
、
こ

の
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
３
月
初
頭
で
い
ま
だ

広
く
認
知
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。 

敗
戦
後
の
売
春
防
止
法
に
基
づ
く
婦
人
保
護
事
業
は
、
現
代
女

性
の
様
々
な
問
題
（
Ｄ
Ｖ
、
性
暴
力
被
害
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
経
済

的
困
窮
な
ど
）
に
対
応
し
、
女
性
の
人
権
保
障
を
目
指
す
た
め
に

再
構
築
さ
れ
た
。
今
な
お
多
く
現
存
す
る
女
性
差
別
・
ジ
ェ
ン
ダ

ー
格
差
が
、
女
性
の
困
難
な
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
現
状
を
国

家
が
認
め
、
年
齢
・
国
籍
・
障
害
の
有
無
を
問
わ
ず
、
困
難
な
女

性
へ
の
支
援
に
対
し
、
公
的
に
責
務
を
明
記
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、

画
期
的
な
こ
と
な
の
だ
が
、
話
題
に
な
ら
な
い
。
特
に
都
道
府
県

は
支
援
の
基
本
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
し
（
市
町

村
は
努
力
義
務
と
な
っ
て
い
る
）、
女
性
相
談
支
援
員
の
充
実
、

一
時
保
護
施
設
の
拡
充
、
民
間
の
女
性
保
護
団
体
と
の
連
携
等
、

課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
を
絵
に
描
い
た
餅
に
さ
せ
な 

      

い
よ
う
に
、
公
的
責
任
を
国
が
果
た
す
よ
う
に
、
女
性
支
援
団
体

や
女
性
議
員
た
ち
を
中
心
に
し
た
運
動
が
始
ま
っ
て
い
る
。 

男
女
平
等
が
憲
法
に
記
さ
れ
て
か
ら
75
年
余
り
、
実
現
に
は
程

遠
い
状
況
だ
。
賃
金
格
差
は
正
規
雇
用
男
性
１
０
０
に
対
し
、
正

規
雇
用
女
性
78
・
16
、
非
正
規
雇
用
女
性
56
・
25
（
２
０
２

２
年
厚
労
省
）
と
、
今
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
失
職

し
た
多
く
が
非
正
規
女
性
と
い
う
雇
用
格
差
も
存
在
す
る
。
女
性

で
あ
る
だ
け
で
生
き
づ
ら
い
社
会
に
未
来
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

こ
れ
か
ら
の
世
代
に
、
少
し
で
も
今
よ
り
ま
し
な
世
の
中
を
手
渡

す
た
め
に
学
習
し
、
結
集
し
、
小
さ
く
と
も
声
を
は
り
上
げ
続
け

よ
う
。 

    


